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(57)【要約】
【課題】　天板に対し着脱可能に構成されたスタンドが
天板に設置された場合でも、天板の破損の虞がないX線
透視撮影装置を提供する。
【解決手段】　天板に着脱可能に構成されたスタンドが
天板に設置されたかを検出するスタンド検出部と、を備
え、前記スタンド検出部により前記スタンドが天板に設
置されたことが検出されると、天板の下降動作範囲を制
限する。
【選択図】　　　　　図2
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体を載せる天板と、前記被検体にＸ線を照射するＸ線発生部と、前記被検体の透過
Ｘ線を検出するＸ線検出部と、前記Ｘ線検出部から出力された透過Ｘ線をＸ線画像に変換
する画像処理部と、前記Ｘ線画像を表示する表示装置と、前記天板に着脱可能に構成され
たスタンドが前記天板に設置されたかを検出するスタンド検出部と、を備え、
　前記スタンド検出部により前記スタンドが前記天板に設置されたことが検出されると、
前記天板の下降動作範囲を制限することを特徴とするＸ線透視撮影装置。
【請求項２】
　前記下降動作範囲は、前記スタンドが前記天板に設置された際の前記天板の高さ位置よ
り下降しない範囲であることを特徴とする請求項１に記載のＸ線透視撮影装置。
【請求項３】
　前記スタンド検出部は、前記スタンドが前記天板の何れかの位置に設置されたかを検出
することを特徴とする請求項１又は２に記載のＸ線透視撮影装置。
【請求項４】
　前記スタンド検出部の検出結果に基づいて、前記スタンドと、前記Ｘ線発生部及び前記
Ｘ線検出部とが接触しない範囲となるよう、
　前記Ｘ線発生部及び前記Ｘ線検出部の移動する動作範囲を制限することを特徴とする請
求項３に記載のＸ線透視撮影装置。
【請求項５】
　前記スタンド検出部は、前記スタンドに設けられていることを特徴とする請求項１又は
２に記載のＸ線透視撮影装置。
【請求項６】
　前記スタンド検出部は、前記天板に設けられていることを特徴とする請求項１乃至４に
記載のＸ線透視撮影装置。
【請求項７】
　前記スタンド検出部は、前記天板の端部であって天板の長手方向及び／又は短手方向に
沿って備えられていることを特徴とする請求項６に記載のＸ線透視撮影装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、X線透視撮影装置に関し、特に各可動部の移動制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　X線透視撮影装置では、被検体における様々な部位のX線画像を取得するために、天板に
載置した被検体に対しX線を照射するX線発生部と、これに対向して配置され被検体を透過
したX線を検出するX線検出部と、を天板に対して移動可能な構成を備えており、天板自体
も床面に対して上下動や被検体の立位又は臥位でのX線画像を取得するために起倒動が可
能な構成を備えている。特許文献1では、これら複数の可動部同士が接触しないように制
御するX線透視撮影装置について記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開2000－325331号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記文献に記載のX線透視撮影装置は、一体に構成された各構成要素同
士の接触を回避するものであり、X線透視撮影装置に着脱可能に構成された構成要素につ
いては考慮されていない。そのため、天板に対し着脱可能に構成され床面に対して設置さ
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れる点滴等を保持するためのスタンドを天板に固定した場合であって、操作者が天板を下
げる制御を行った場合、天板とスタンドの接続部が破損する虞があった。
【０００５】
　そこで、本発明の目的は、天板に対し着脱可能に構成されたスタンドが天板に設置され
た場合でも、天板の破損の虞がないX線透視撮影装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するために、本発明のX線透視撮影装置は、被検体を載せる天板と、被
検体にX線を照射するX線発生部と、被検体の透過X線を検出するX線検出部と、X線検出部
から出力された透過X線をX線画像に変換する画像処理部と、X線画像を表示する表示装置
と、天板に着脱可能に構成されたスタンドが天板に設置されたかを検出するスタンド検出
部と、を備え、スタンド検出部によりスタンドが前記天板に設置されたことが検出される
と、天板の下降動作範囲を制限することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、天板に対し着脱可能に構成されたスタンドが天板に設置された場合で
も、天板の破損の虞がないX線透視撮影装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明のX線透視撮影装置を説明するための図。
【図２】図1に示したX線透視撮影装置100を被検体101の頭部側から天板102の長手方向に
見た場合の概略図。
【図３】実施例1の特徴部である移動制御部301等を説明するための図。
【図４】実施例1の動作順を説明するためのフローチャート。
【図５】実施例2を説明するための概略図。
【図６】実施例2の特徴部である移動制御部601等を説明するための図。
【図７】スタンド検出部の設置例を示した図。
【図８】スタンド検出部の設置例を示した図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、添付図面に従って本発明のX線透視撮影装置ついて詳説する。なお、発明の実施
形態を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を付け、その繰り
返しの説明は省略する。図1は、本発明のX線透視撮影装置の構成例を示す図である。
【００１０】
　図1に示すX線透視撮影装置100は、被検体101を載せる天板102と、被検体101にX線を照
射するX線発生部103と、被検体101に対するX線照射領域を設定するX線絞り装置104と、X
線発生部103から照射され被検体101を透過したX線を検出するX線検出部105と、X線発生部
103とX線検出部105を支持し天板102を挟んで対向配置する支持部106と、支持部106を支持
し移動動作させることで、X線発生部103とX線検出部105を、天板102の長手方向を軸とし
た方向への回転、天板102の短手方向を軸とした方向への回転、及び、天板102の長手方向
へのスライド動作をさせる支持器移動機構部107と、天板102を支持し天板102を床面1の鉛
直方向への上下動作と短手方向へのスライド動作をさせる天板移動機構部108と、天板102
、X線発生部103、及びX線検出部105の相対位置を維持したまま天板102を床面1に対し起倒
させる天板起倒機構部109と、床面1に起立し天板起倒機構部109を支持する支柱部110と、
支持器移動機構部107、天板移動機構部108、及び天板起倒機構部109によって移動するX線
発生部103、X線検出部105、及び天板102の位置を検出する位置検出部111と、X線発生部10
3に電力供給を行なう高電圧発生部112と、X線検出部105から出力された透過X線をX線画像
に変換する画像処理部113と、画像処理部113から出力されたX線画像を記憶する画像記憶
部114と、画像処理部113によって画像処理されたX線画像を表示する表示部115と、上記各
構成要素を制御する制御部116と、制御部116に対して指令を行なう操作部117と、を備え
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ている。
【００１１】
　X線発生部103は、高電圧発生部112から電力供給を受けてX線を発生させるX線管球を有
する。また、X線発生部103には特定のエネルギーのX線を選択的に透過させるX線フィルタ
などを有していてもよい。
【００１２】
　X線絞り装置104は、X線発生部103から発生したX線を遮蔽するX線遮蔽用鉛板を複数有し
、複数のX線遮蔽用鉛板をそれぞれ移動させることで被検体101に照射するX線照射領域を
決定する。
【００１３】
　X線検出部105は、例えば、X線を検出する複数の検出素子が二次元アレイ状に配置され
て構成されており、X線発生部103から照射され被検体101を透過したX線の入射量に応じた
X線信号を検出する機器である。
【００１４】
　支持部106は、C字形状をしており支持部106の一方の端部にX線発生部103を他方の端部
にX線検出部105を設定している。支持部106の形状はC字形状に限定させるものではなく、
天板102を挟んでX線発生部103とX線検出部105を対向に配置できる形状であればよい。
【００１５】
　支持器移動機構部107は、支持器回転機構部107a、支持器回転機構部107b、及び支持器
スライド機構部107cを備え、支持器回転機構部107aは、支持部106を支持すると共にX線発
生部103とX線検出部105を、天板102の長手方向を軸とした回転動作をさせ、支持器回転機
構部107bは、支持器回転機構部107aを支持すると共にX線発生部103とX線検出部105を、天
板102の短手方向を軸とした回転動作をさせる。また、支持器スライド機構部107cは、天
板102の長手方向に延びたスライドレール107caとスライドレール107ca上を走行し支持器
回転機構部107bを支持するスライド機構107cbを備え、X線発生部103とX線検出部105を天
板102の長手方向にスライド移動させる。つまり、天板102上の被検体101の体軸方向に沿
ってX線発生部103とX線検出部105をスライド可能とするものである。
【００１６】
　天板移動機構部108は、天板垂直移動機構部108aと天板水平移動機構部108bを備え、天
板垂直移動機構部108aは、スライドレール107caの端部に設置されると共に天板102を床面
1の鉛直方向へ上下動作させる機構である。また、天板水平移動機構部108bは、天板垂直
移動機構部108aに支持され天板102を天板102の短手方向に移動させる機構である。
【００１７】
　画像処理部113は、X線検出部105から出力されたX線信号を画像処理し、画像処理された
X線画像を出力する。画像処理は、ガンマ変換、階調変換処理、画像の拡大・縮小等であ
る。画像処理部113によって処理させた画像は、画像記憶部114、表示部115に出力される
。
【００１８】
　表示部115は、画像処理部113から出力される各種画像の他、画像記憶部114に保存され
た各種画像も表示する。
【００１９】
　操作部117は、キーボード、マウス、ジョイスティック等を備え、制御部116に対して指
令を行なう。
【実施例１】
【００２０】
　次に、本発明の実施例1について図2乃至図4を用いて説明する。
　図2は、図1に示したX線透視撮影装置100を被検体101の頭部側から天板102の長手方向に
見た場合の概略図であり、点滴201をスタンド202で天板102に設置している様子を示した
図である。図3は、本実施例の特徴部である移動制御部301等を説明するための図である。
図4は、本実施例の動作順を説明するためのフローチャートである。
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【００２１】
　スタンド202は、ポール部203と天板固定部204とから構成されており、天板固定部204は
、コの字形状の固定治具205と、固定治具205を天板102の端部に固定するための治具固定
ネジ206と、固定治具205にポール部203を固定するためのポール固定ネジ207と、を有して
いる。
【００２２】
　治具固定ネジ206は、先端にパット208を備えており、治具固定ネジ206が回転すること
で、このパット208が天板102の表面に圧接され、固定治具205が天板102に固定される。
【００２３】
　ポール固定ネジ207は、ポール部203をより安定的に固定治具205に固定するために、ポ
ール部203の一端が床面1に接地するように天板固定部204に固定するポール部203の位置を
調整することができる。
【００２４】
　また、治具固定ネジ206の先端にはスタンド検出部209が設置されており、治具固定ネジ
206により、固定治具205が天板102に固定されると、スタンド検出部209により、スタンド
202が天板102に設置されたことが検出される。検出された結果は、固定治具205に設置さ
れた送信部210により、制御部116内に設置された移動制御部301に送信される。スタンド
検出部209は例えば圧力センサーやスイッチなどで構成される。
【００２５】
　移動制御部301は、特に図示しない移動制御部301内に設置された受信部により送信部21
0から検出結果を受信すると、スタンド202が天板102に設置された時の天板102の位置情報
を位置検出部111から受け取る。
【００２６】
　位置検出部111は、天板102の位置情報として、天板移動機構部108に設置した特に図示
しないエンコーダーを用いて床面1から天板102までの高さを検出し、検出した結果を天板
102の位置情報として移動制御部301に出力する。
【００２７】
　移動制御部301は、送信部210からスタンド202が天板102に設置されたことの検出結果を
受けると、その結果を、表示部115を用いて操作者に通知すると供に、スタンド202が天板
102に設置された時の床面1に対する天板102の高さを下限とし、天板移動機構部108による
天板102の下降動作範囲に制限を設ける。言い換えると、スタンド202が天板102に設置さ
れた際の天板102の高さ位置より下降しない範囲で動作可能とする制限を設ける。この際
、操作部117により天板102を下降するよう移動制御部301に支持を出しても、スタンド202
が天板102に設置された時の天板102の高さは下がることがない。
【００２８】
　これにより、天板102にスタンド202を設置した状態での、天板102の下降動作による天
板102とスタンドの接続部が破損する虞を回避することができる。
【００２９】
　また、移動制御部301は、表示部115を用いて操作者に送信部210からスタンド202が天板
102に設置されたことの検出結果を通知する他、操作部117上の特に図示しないＬＥＤなど
で構成された表示ランプを用いて操作者に通知してもよい。また、この表示ランプはスタ
ンド検出部209、又はその近傍にあってもよい。
【００３０】
　次に図4を用いて本実施例の動作順を説明する。
【００３１】
　ステップS401では、スタンド検出部209によりスタンド202が天板102に設置されたかを
検出する。検出された場合はステップS402に進み、検出されなかった場合はステップS405
に進む。
【００３２】
　ステップS402では、移動制御部301が、スタンド202が天板102に設置されたことを、表
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示部115を用いて操作者に通知する。
【００３３】
　ステップS403では、移動制御部301が、スタンド202が天板102に設置された時の天板102
の床面1からの高さ情報を位置検出部111から受け取る。
【００３４】
　ステップS404では、移動制御部301が、スタンド202が天板102に設置された時の床面1に
対する天板102の高さを下限とし、天板移動機構部108による天板102の下降動作範囲を制
限し、ステップS401に戻る。
【００３５】
　ステップS405では、移動制御部301が、天板移動機構部108による天板102の下降動作範
囲に制限がかかっていた場合はステップS406に進み、制限がかかっていなかった場合はス
テップS401に戻る。
【００３６】
　ステップS406では、移動制御部301が、天板移動機構部108による天板102の下降動作範
囲の制限を解除する。
【００３７】
　ステップS407では、移動制御部301により、スタンド202が天板102から外されたことを
、表示部115を用いて操作者に通知しステップS201に戻る。
【００３８】
　以上、本発明のX線透視撮影装置によれば、天板102に対し着脱可能に構成されたスタン
ド202が天板102に設置された場合でも、設置された時の天板102の高さより下に降下しな
いように天板102の下降動作範囲に制限を設けるため、天板102の下降動作による天板102
、及びスタンド202の破損を回避することができる。
【実施例２】
【００３９】
　次に、本発明の実施例2について図5乃至図8を用いて、実施例1と異なる点について説明
する。
【００４０】
　図5は、図1に示したX線透視撮影装置100を天板102の上方から見た場合の概略図である
。図6は、本実施例の特徴部である移動制御部601等を説明するための図である。移動制御
部601は実施例1に説明した移動制御部301の動作に加え、後述する制御を行うことができ
る。図7と図8は、スタンド検出部の設置例を示した図である。
【００４１】
　実施例1ではスタンド検出部209がスタンド202側にあったが、本実施例ではスタンド検
出部が天板102側にある点で異なる。この為、図5に示すスタンド501にはスタンド検出部2
09に加え送信部210を備えない構成となっている。図5ではスタンド検出部502が天板102の
端部であって天板102の長手方向に沿って備えられ、例えば、静電センサーや圧力センサ
ーなどで構成される。
【００４２】
　スタンド検出部502は、スタンド501が天板102に設置されたことを検出することに加え
、天板102のどの位置に設置されたかも検出する。検出した結果は移動制御部601に出力さ
れる。この際、位置検出部111は、天板102の位置情報として実施例1で説明した天板102の
高さ情報に加え天板102の短手方向の位置情報と支持器移動機構部107に設置した特に図示
しないエンコーダーを用いて天板102に対するX線発生部103、X線検出部105、及び支持部1
06の位置情報を移動制御部601に出力する。
【００４３】
　移動制御部601は、送信部210からスタンド202が天板102に設置されたことの検出結果を
受けると、天板102の下降動作範囲の制限に加え、X線発生部103、X線検出部105、及び支
持部106がスタンド501と衝突しないように支持器移動機構部107によるX線発生部103、X線
検出部105、及び支持部106の移動範囲に制限と、天板移動機構部108による天板102の短手
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方向への動作範囲の制限を加える。
【００４４】
　これにより、例えば、図5のように天板102の短手方向にX線検出部105とスタンド501が
並んだ場合、支持器移動機構部107による天板102の長手方向を軸とした方向へのX線発生
部103とX線検出部105の回転動作を禁止、及び、天板移動機構部108による天板102の短手
方向のスタイド動作を禁止する。
【００４５】
　また、図7のようにスタンド検出部701が図5とは異なる側の天板102の端部に備えた場合
では、スタンド501と衝突しないように支持器移動機構部107による天板102の長手方向へ
のX線発生部103とX線検出部105のスライド動作の移動範囲及び、天板102の短手方向を軸
とした方向への回転動作に制限を加える。
【００４６】
　以上、本発明のX線透視撮影装置によれば、天板102に対し着脱可能に構成されたスタン
ド501が天板102に設置された場合でも、設置された時の天板102の高さより下に降下しな
いように天板102の下降動作範囲に加え、天板102の短手方向への移動範囲、X線発生部103
、X線検出部105、及び支持部106の移動範囲に制限を設けるため、天板102の下降動作に加
え、これらの移動動作によるスタンド501等の破損を回避することができる。
　また、本発明の実施例はこれに限定されない。
【００４７】
　例えば、天板102にスタンド501が設置された場合に、移動制御部601は、天板102の起倒
動を禁止するように制御し、これによりスタンド501が床面1に押し付けられて破損する虞
を回避することができる。
【００４８】
　また、天板102のどの位置にスタンド501が設置されたかを検出するため、上記実施例で
は、長手方向に沿ってスタンド検出部502を設置したが、図8に示すようにスタンド検出部
801～805を複数設置してもよい。これにより、スタンド501の設置位置は上記実施例と比
較すると限定されるが
　検出箇所が少ない分、構成を容易にすることができる。
【００４９】
　さらに構成を容易にするためにスタンド検出部を一つにしてもいい。
また、図示はしないがスタンド検出部を天板102の端部であって天板102の短手方向に沿っ
て備えもよい。
【００５０】
　また、これら天板102に設置するスタンド検出部の位置及び数は上記実施例の範囲でい
かように組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【００５１】
　100　X線透視撮影装置、101　被検体、102　天板、103　X線発生部、104　線絞り装置
、105　X線検出部、106　支持部、107　支持器移動機構部、108　天板移動機構部、109　
天板起倒機構部、110　支柱部、111　位置検出部、112　高電圧発生部、113　画像処理部
、114　画像記憶部、115　表示部、116　制御部、117　操作部、201　点滴、202、501　
スタンド、203　ポール部、204　天板固定部、205　固定治具、206　治具固定ネジ、207
　ポール固定ネジ、208　パット、209、502、701、801～805　スタンド検出部、210　送
信部、301、601　移動制御部
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